
たのは「給与の低さ」で

59.9％でした。特に20～

24歳の年齢層では男性

64.6％、女性60.3％と高

く、若年層の転職動機におけ

る給与の重要性が浮き彫り

になっています。 

  

◆「やりがい」と「スキルア

ップ」も重要な転職要因 

一方で、「仕事の内容が自

分に合わない」（41.9％）

や「自分の技能や能力を活か

したい」「責任のある仕事を

任されたい」（33.8％）と

いったキャリアアップ・スキ

ルアップでの理由も上位に

来ています。これは、若年労

働者が単に給与だけでなく、

仕事の質や自己成長の機会

も重視していることを示し

ています。企業側としては、

給与水準の適正化だけでな

く、従業員のキャリア開発や

スキルアップの機会を提供

することが、人材確保と定着

率向上につながると言える

でしょう。また、入社時のミ

スマッチを防ぐために、採用

プロセスでの職務内容の明

確な説明や、入社後のフォロ

ーアップ体制の強化も重要

です。 

いわゆる「ゆるブラック

だ」、「自分が成長できない」

ということでの人材流出につ

ながらないよう、効果的な施

策を考えていきたいですね。 

 

給与制度の設計から人材育

成プログラムの構築、さらに

は採用戦略の立案など、これ

らの課題に対応するには、専

門的な知識と経験が必要で

す。企業の競争力を高めるた

め、見直しを検討してみては

いかがでしょうか。ご検討の

際には、お気軽に当事務所に

ご相談ください。 

 
【厚生労働省「令和５年 若年者雇用実

態調査」】 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list

/4-21c-jyakunenkoyou-r05.html 

 

 

１１月の税務と労務の手続期
限［提出先・納付先］ 
 

１１日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場

合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

１５日 

○ 所得税の予定納税額の

減額承認申請書（10 月

31 日の現況）の提出

［税務署］ 

 

１２月２日 

○ 個人事業税の納付＜第

２期分＞［郵便局または

銀行］ 

○ 所得税の予定納税額の

納付＜第２期分＞［郵便

局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

名、利用・申込み状況

に関するチェック欄） 

また、自治体によっては

夜勤に関する状況を別紙で

提出することができ、就労

証明書と同様に企業に記載

を求めているところもあり

ます。 

 

◆育児休業給付金の支給期

間延長の要件と手続きも見

直し 

上記の「落選ねらい」対

策として、令和７年４月１

日からは育児休業給付金の

支給期間の延長手続きも見

直され、従業員が記載する

申告書と保育所等の利用申

込書の写しも、ハローワー

クに提出することとなりま

す。 

また、支給要件として、

市区町村に申し込んだ内容

が、速やかな職場復帰のた

めに保育所等における保育

の利用を希望しているもの

であると公共職業安定所長

が認めるものであること

も、必要となります。 

令和７年４月１日以後に

育児休業に係る子が１歳に

達する場合または１歳６カ

月に達する場合に適用され

ますので、該当する育児休

業取得者に案内しておくと

よいでしょう。 

 
【官報（令和６年９月 30 日号外第

227 号）「子ども・子育て支援法施行

規則の一部を改正する内閣府令（令和

６年内閣府令第 84 号）」】 

https://kanpou.npb.go.jp/2024

0930/20240930g00227/2024

0930g002270004f.html 

 

【雇用保険法施行規則の一部を改正

する省令（令和６年厚生労働省令第

47 号）】 

https://laws.e-

gov.go.jp/law/350M500020000

03/20250401_506M60000100

047?tab=compare 

 

 

転職理由の真相と企業の

対応策 

 

◆「給与の低さ」が若年層の

転職理由トップに 

厚生労働省の「若年者雇

用実態調査」（令和５年）に

よると、若年労働者（満15

～34歳の労働者）の前職の

離職理由として最も多かっ

令和７年４月保育所入所申

込み分就労証明書記載の

留意点 

  

◆「落選ねらい」問題に対

応 

９月 30 日に就労証明書

の新様式が定められ、10

月１日より申込み受付が順

次開始されています。 

保育所の４月入所申込み

については、育児休業を延

長する目的で競争率の高い

ところに申し込んだりする

「落選ねらい」が問題視さ

れ、対応が求められていま

した。 

 

◆様式の変更点 

新様式では、次の５つの

記載欄が追加されました。 

① 入所内定時育休短縮可 

否 

② 育休延長可否 

③ 単身赴任期間（予定を 

含む） 

④ 備考欄 

⑤ 保護者記載欄（児童

名、生年月日、施設

 

連絡先：〒501－3232  
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